
成年後見制度
ご利用をお考えの方へ

特定非営利活動法人

カシオペア権利擁護支援センター



①成年後見制度の利用
～こんなこと、ありませんか？～
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最近物忘れが多くなり、通帳や印鑑をどこ
にしまったかわからなくなってきた。これか
ら介護サービスを使ったり施設に入るよう
になった時、手続きできるか心配だ。

一人暮らしのため、訪問販売や悪質業者
にだまされてしまうことがないか心配だ。

お金の計算や手続きが苦手で母親に任せ
ていたが、急に病気で倒れてしまった。この
先どうしたらよいか分からない。

最近、父が亡くなり銀行で解約の手続きを
しようとしたところ、母が認知症であること
を説明すると法定代理人を付けるように言
われた。

将来、認知症になったときのことを考えると
不安でしかたない。元気なうちに信頼でき
る人に財産管理をお願いしておきたい。



②成年後見制度のしくみ
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がい、発達障がいなどにより、

判断能力が十分ではない方の権利や財産を守るための援助者を選び、法律的

にご本人を支援する制度です。

後見 保佐 補助 任意後見

対象者 判断能力が
まったくない方

判断能力が著
しく不十分な方

判断能力が不
十分な方

現在は判断能
力が十分ある
方

成年後見人等
が同意又は取
り消すことが
できる行為

日常生活に関
する行為以外
のすべての行
為（取消権の
み）

民法第１３条第
１項記載の行
為のほか、申立
により裁判所
が定める行為

本人の同意を
得たうえで、家
庭裁判所が定
めた法律行為

なし

成年後見人等
が代理するこ
とができる行
為

原則としてすべ
ての法律行為

本人の同意を
得たうえで、家
庭裁判所が定
めた法律行為

本人の同意を
得たうえで、家
庭裁判所が定
めた法律行為

本人との契約
で定めた行為
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成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれてい
ます。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な方が対象となり、ご
本人の判断能力の程度に応じて、３つの制度に分かれます。
任意後見制度は、将来、認知症などにより判断能力が不十分になった
場合に備えて、あらかじめ誰にどんな援助をしてもらうか契約しておく制
度です。

※ご本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。
※補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審
判をする場合には、ご本人の同意が必要です。



③手続きの流れ
成年後見制度の利用が必要になった場合には、各市町村に設置されている地域

包括支援センターや行政の福祉担当課、カシオペア権利擁護支援センターなどに

ご相談ください。窓口では、具体的な手続きや必要な機関と連絡調整を行うなど

支援を受けることができます。

➊準備
a)申立人を決める

申立をすることができる方は限られており、本人、配偶者、
四親等内の親族※などです。その他にも市町村長が申立を
することもできます。
※四親等内の親族
・親、祖父母、子、孫、ひ孫 ・兄弟姉妹、甥、姪
・おじ、おば、いとこ ・配偶者の親、子、兄弟姉妹

ｂ）後見人等候補者を検討する

本人や申立人の希望により申立をする際、後見人等候補者を推薦して手続きをすることも可能
です。ただし、後見人等の選任は家庭裁判所がご本人にとって適任と思われる方を選任するた
め、候補者がそのまま選任されないこともあります。

ｃ）申立書類を作成する

申立時の書類については、Ｐ．8～P.13を参照ください。書類は、家庭裁判所の窓口、ホーム
ページ
（https://www.courts.go.jp/morioka/saiban/tetuzuki/vcmsFolder_730/vcms_
730.html）からでも確認可能です。

※申立書の作成は、弁護士や司法書士へ依頼することもできます（別途費用あり）

ｄ)本人情報シート、診断書の作成依頼

ご本人の判断能力を適正に判断するために、医師の診断書（Ｐ．10）が必要となります。診断
書作成にあたり、ご本人の日常の生活状況等について、ご本人の支援者（例：ケアマネジャー、
施設職員等親族以外の方）へ本人情報シート（Ｐ．９）を作成を依頼します。
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https://www.courts.go.jp/morioka/saiban/tetuzuki/vcmsFolder_730/vcms_730.html


❷申立て
申立てについては、ご本人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。申立てをする
と、裁判所の許可がなければ取り下げ（手続きの中止）をすることはできません。例えば、申立人
が候補者として推薦した方が成年後見人等に選任されなかったなどの理由では、原則申立ての
取り下げは認められないので注意が必要です。

❸審理・審判
裁判所がご本人に適任と思われる後見人等を選任し、必要と思われる支援内容（代理権、同
意・取消権）を決定します。家庭裁判所では、場合によって、申立人や後見人等候補者、ご本人と
面談を行い、状況の確認を行う場合があります。

❹審判確認、登記／後見開始
審判書を受け取ってから2週間後に審判が確定し、法務局へ審判内容が登記されます。登記さ
れた後に後見人等は定められた権限の範囲内で本人の支援を開始します。後見人等は、家庭裁
判所に対して定期的に財産目録や収支予定表を提出し、不正等がないように監督をうけること
となります。

❺終了
原則、後見人等はご本人が亡くなった時点で後見人等としての権限は終了となります。後見人
等はご本人の財産等の整理を行い、相続人へ財産を引き継ぐことになります。その他にも後見人
等のやむを得ない事情（体調不良、引っ越し等）により辞任をする場合もありますが、その場合に
は裁判所の許可が必要です。

申立費用について （原則申立人の負担となります）
○収入印紙
○郵便切手
○戸籍謄本・住民票等 発行手数料 約１～2万円程度
○登記されていないことの証明発行手数料
○診断書料
※上記の他に本人の判断能力をより詳しく把握するために鑑定を行う場合があります。その場合には5～10万円程度の
費用がかかります。
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④後見等事務について

➊成年後見人等の役割
◆財産管理 本人の預貯金を管理、不動産などの処分、遺産分割など財産に関する契約など

についての助言や支援を行います。また、本人が不利益な契約を結んだ場合の
取り消しなどを行います。

◆身上保護 介護・福祉サービスの利用や施設などへの入退所の手続きや費用の支払など
日常生活に関わってくる契約などの支援を行います。

❷後見等事務を行う上での注意点
成年後見人等には、ご本人の意向を確認しながら、安定した生活が送れるようにご本人や支
援者と連携をしていく必要があります。

また、財産を適切に管理する義務を負っていますので、ご本人の財産を不適切に管理した場
合には、成年後見人等を解任されるほか、民事責任や刑事責任を問われることもあります。

❸成年後見人等への報酬
成年後見人等や後見監督人等は、家庭裁判所に報酬付与の申立てを行った場合には、家庭
裁判所の定めた報酬をご本人の財産から受け取ることができます。報酬の額は、ご本人の財産
や成年後見人等の活動状況に応じ裁判所の審判により決定します。なお、裁判所の許可なく、
ご本人の財産から報酬を受け取ることはできません。

❹成年後見人等の仕事に含まれないこと
◆医療行為の同意をすること
◆連帯保証人や身元引受人になること
◆食事の世話や介護などを直接すること
◆結婚や離婚、養子縁組などの手続きをすること
◆本人所有の財産を他人に貸したり、贈与すること など
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⑤適切な後見等事務を行う
ために

●後見監督人等の選任
予定されている後見事務が複雑困難である場合に家庭裁判所は、成年後見人等の事務をサポー
トするため、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を後見監督人等に選任することがありま
す。

●後見制度利用支援信託の利用
成年後見人等に適切に財産を管理していただくために、後見制度支援信託の利用を検討する場
合があります。

後見制度支援信託とは、ご本人の財産のうち、日常的な支払をするのに必要十分な金銭を預貯
金等として成年後見人等が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。

この仕組みを利用することによって、成年後見人等は日常的に必要な金銭を管理することになり、
財産管理の負担が軽減されるとともに、家庭裁判所への報告も容易になるメリットがあります。
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カシオペア権利擁護支援センターでは、親族後見人等の方へ事
務手続き方法や後見活動を円滑に行っていただくため、家庭裁
判所や様々な機関と連携を取りながらサポートをさせていただい
ております。
成年後見人等として活動する中で不安なこと、心配なことなどあ
りましたら、お気軽にご相談ください。



⑥任意後見制度について
任意後見制度とは、ご本人に十分な判断能力がある人が、将来、認知症などで判断能

力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約

しておく制度です。
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任意後見受任者と
委任内容の検討

任意後見契約

任意後見監督人
選任の申立て

任意後見開始

本人の判断能力低下

◆判断能力が低下した時に備えて、誰に何を頼みたいか
を考える。
◆任意後見受任者（任意後見人）を決める。
◆任意後見受任者と話し合い、委任する内容と報酬を決
める。

◆公正証書で契約を取り交わす。
◆任意後見契約公正証書の作成には、公正証書作成の
基本料、登記嘱託手数料、収入印紙などの費用がかか
ります。

◆家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行いま
す。
◆家庭裁判所が審理し、任意後見監督人が選任されま
す。

※任意後見監督人が選任される前は、公証人の認証を
受けた書面でいつでも解約ができます。

◆契約内容に基づいて、任意後見人が支援を開始します。
◆任意後見監督人とは・・・
任意後見人が行っている事務が適切かどうかを監
督します。監督人には、弁護士や司法書士等が選任
されます。

◆家庭裁判所が必要と判断した場合には、法定後見が
開始される場合もあります。

【盛岡公証人合同役場】
〒020-0022 盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館３階
TEL：019-651-5828

【八戸公証役場】
〒031-0041 八戸市大字廿三日町28 八戸ウエストビル201
TEL：0178-43-1213



申立てに必要な書類一覧

【申立人】
□戸籍謄本（全部事項証明書）（発行から3ヵ月以内のもの）
□後見・保佐・補助開始等申立書
□代理行為目録（保佐・補助開始申立用）
□同意行為目録（補助開始申立用）
□申立事情説明書
□後見人等候補者事情説明書
□親族関係図
□財産目録・本人の収支予定表
□相続財産目録

【後見人等候補者】
□戸籍謄本（全部事項証明書）（発行から3ヵ月以内のもの）
□住民票又は戸籍の附票（発行から3ヵ月以内のもの）

【本人】
□戸籍謄本（全部事項証明書）（発行から3ヵ月以内のもの）
□住民票（世帯全部、省略のないもの）または戸籍の附票
□登記されていないことの証明書
□障がい者手帳・療育手帳のコピー
□本人情報シート写し
□本人の診断書

【本人の財産に関する資料】
□不動産に関する資料
（固定資産評価証明書、不動産登記簿謄本）

□預貯金に関する資料
（預貯金通帳又は預金証書のコピー）

□保険等に関する資料
（保険証書のコピー）

□有価証券に関する資料
（証券等のコピー）

□定期収入に関する資料
（年金証書のコピー、給与明細書のコピー、賃貸借契約書のコピー）

□負債に関する資料
（借用書、ローン契約書、支払明細書のコピー）

□遺産に関する資料
（被相続人に関する財産資料、遺産分割協議書案のコピー）

□支出内容を証明する資料
（施設利用料、入院費用の領収書コピー、健康保険料等通知書等のコピー、
固定資産税通知書コピー、家賃・地代の領収書）

※申立て書類の詳細については、相談窓口にてご確認ください。 8



成年後見申立て書類の一例

本人情報シート（支援者に記入してもらいます）
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成年後見申立て書類の一例

診断書（主治医に記入してもらいます）
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成年後見申立て書類の一例

申立書
（申立人が作成します）
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成年後見申立て書類の一例

財産目録
(申立人が作成します）
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成年後見申立て書類の一例

収支予定表（申立人が作成します）
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二戸地域の相談窓口

二戸市健康福祉部福祉課
二戸市福岡字八幡下11-1
（二戸市総合福祉センター内） ☏23－1313

一戸町福祉部福祉課
一戸町一戸字砂森93-2
（一戸町総合保健福祉センター内） ☏32－3700

軽米町健康福祉課 軽米町大字軽米10-85 ☏46－4736

九戸村住民生活課 九戸村大字伊保内10-11-6 ☏42－2111

二戸市地域包括支援センター
二戸市福岡字八幡下11-1 ２階
（二戸市総合福祉センター内） ☏23－0810

一戸町地域包括支援センター
一戸町一戸字砂森93-2
（一戸町総合保健福祉センター内） ☏32－3700

軽米町地域包括支援センター 軽米町大字軽米10-85 ☏46－3906

九戸村地域包括支援センター
九戸村大字伊保内10-11-6
（九戸村保健センター内） ☏42－2111

地域生活支援センター･カシオペア
二戸市石切所字川原46-1
（二戸地域にこにこ支援センター内） ☏23－6608

二戸市社会福祉協議会
二戸市仁左平字横手2-3
（あったかセンター内） ☏25－4959

一戸町社会福祉協議会
一戸町一戸字砂森93-2
（一戸町総合保健福祉センター内） ☏33－3385

軽米町社会福祉協議会
軽米町大字上舘1-78-1
（軽米町老人福祉センター内） ☏46－2881

九戸村社会福祉協議会
九戸村大字伊保内7-39-4
（九戸村総合福祉センター内） ☏41－1200

◆市町村の窓口

◆地域包括支援センター

◆障がい者相談支援事業所

◆社会福祉協議会

◆その他家庭裁判所、弁護士事務所、司法書士事務所等で相
談することができます。

◆二戸管内管轄の裁判所
盛岡家庭裁判所二戸支部 二戸市福岡字城ノ内4-2 ☏23－2591
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特定非営利活動法人

カシオペア権利擁護支援センター
〒０２８－６１０３
岩手県二戸市石切所字川原４６－１
（二戸地域にこにこ支援センター２階）

電 話 ０１９５－４３－３０４２
ＦＡＸ ０１９５－４３－３０４３
Ｅ‐Ｍａｉｌ cassiopeia.kenri@aioros.ocn.ne.jp

東北新幹線・いわて銀河鉄道線 二戸駅

菅クリニック
様

ＬＡＷＳＯＮ

4

274

☜ オレンジ色の看板が目印です

至盛岡 至三戸

案内図
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